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第 ８ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録

日      時  平成２４年８月２１日（火）午後２時００分

場      所  津市美杉総合開発センター １階 会議室

出 席 部 会 委 員  25大井
おお い

 一司
かず し

・26笠井
かさ い

 克己
かつ み

・27鈴木
すず き

 照
てる

正
まさ

・28田口
たぐ ち

 慶則
よしのり

29堀川
ほりかわ

 忠
ただ

重
しげ

・30諸戸
もろ と

 善
よし

昭
あき

・31田中
たな か

 竹
たけ

次
つぐ

・33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

35池田
いけ だ

 昌司
まさ し

・36森田
もり た

 正孝
まさたか

・37赤堀
あかほり

 嘉夫
よし お

・38中川
なかがわ

 和雄
かず お

39萩野
はぎ の

 忠司
ただ し

・40向田
むかいだ

 忠
ただ

美
み

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

・48渡邊
わたなべ

 晃一
てるかず

                                    以上１６名

欠 席 部 会 委 員  32長谷川 博

出席部会員外委員  会長 野田 悟・34浅井 競

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭

事 務 局 職 員  飯田事務局長・市川調整担当参事・中西担当副主幹

総 合 支 所  久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹

          美杉：松永主査

議 事 録 署 名 者  26笠井
かさ い

 克己
かつ み

・36森田
もり た

 正孝
まさたか

事      項

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出受理の取消について

      （所有権移転）

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転）

報告第６号 農地法第５条第１項の規定による許可の変更届出について

      （農業委員会許可・賃貸借権）

報告第７号 時効取得による所有権の移転について

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転）

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可）

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・

      所有権移転）

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・

      賃貸借権）

議案第５号 非農地証明願について

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に
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ついて ＜別冊＞

議   事   の   大   要

議  長   それでは、第８回第２部農地部会を開会させていただきます。本日欠席委員

は長谷川委員お一人でございますので、よろしくお願いします。

       本日、議事録署名議員指名させていただきますので、２６番 笠井委員、３

６番 森田委員、ご両人よろしくお願いします。

       それと、本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしま

したとおりでございますので、よろしくお願いします。

       まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告第７

号につきまして事務局から一括して報告を願いします。よろしくお願いします。

事 務 局   失礼します。

       議案書の１ページをお願いいたします。

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。

       番号１、地区 栗葉、借り人    、貸し人    、申請地 庄田町馬

廻り 番、台帳地目・現況地目とも田、面積２，２１５㎡。

       これにつきましては、農用地利用権設定を、貸し人、借り人の双方の合意に

基づき解約をいたしたものでございます。

       ２番についても、同じく利用権設定を合意解約したものでございます。

       以上、件数は２件で８，４７１㎡、その内容は、田でございます。

       恐れ入ります。２ページをお願いします。

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。

       番号１、地区 久居、届出者 、届出地 久居明神町北狭間   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積１，８００㎡、取得年月日 平成２３年１２

月２１日、取得事由は、    からの相続で、あっせん等の希望はございま

せん。

       番号２、地区 栗葉、届出者    、届出地 稲葉町北出垣内   番、

台帳地目・現況地目とも田、面積５４０㎡、外１３筆で、合計

６，２３２．０５㎡、取得年月日は平成２４年２月３日、取得事由は、    か

らの相続で、あっせん等の希望はございません。

       以上、件数は２件で、８，０３２．０５㎡、内容は、田２，８４４㎡、畑

５，１５５㎡、ほか３３．０５㎡でございます。

       ３ページをお願いいたします。

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。

       番号１、地区 久居、届出者    、届出地 川方町寺丸田    番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積６６３㎡。

       これにつきましては、届出者は届出地において共同住宅の建設並びに住居者

用専用駐車場を整備しようとするものでございます。

       市街化区域でもあり、また届出に関する要件を具備しておりますことから、

届出を受理いたしましたものでございます。

       報告第３号は、以上１件で、６６３㎡、内容は畑でございます。



3

       次に、４ページをお願いします。

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出受理の取消につい

て（所有権移転）でございます。

       番号１、地区 久居、譲受人     、譲渡人     、申請地 久居

北口町丸田   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１，２７０㎡。

       これにつきましては、譲受人     は、譲渡人     より、当該土

地を譲り受け、共同住宅を建設しようとしましたものですが、その後、建設資

金の融資見込みが消滅したため、平成２４年５月３１日、津市農委指令第

号許可を取り消すものでございます。

       報告第４号は、以上１件で、１，２７０㎡。その内容は畑でございます。

       次に、５ページをお願いいたします。

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。

       番号１、地区 久居、譲受人    、譲渡人    、申請地 久居西鷹

跡町    番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１，１７２㎡。

       これにつきましては、譲受人    は、譲渡人    より、当該土地を

譲り受け、分譲住宅地を造成しようとするものでありまして、分譲区画は８区

画でございます。

       報告第５号は、以上１件で、１，１７２㎡。内容は畑でございます。

       ６ページをお願いします。

       報告第６号 農地法第５条第１項の規定による許可の変更届出について（農

業委員会許可・賃貸借権）でございます。

       番号１、地区 久居、借り人    、貸し人    、申請地 戸木町高

川原   番地、台帳地目・現況地目とも畑、面積３６６㎡、他１筆で、合計

８，９０１㎡。

       これにつきましては、借り人は、砂利採取事業を行うため、平成２１年９月

から申請地において資材置き場用地として一時転用許可を受けてきたものでご

ざいますが、事業予定地の地元調整等、事業計画どおり遂行できずに今日に至

ってきたものでございます。始末書の提出もありますことから、一時転用期間

の延長について追認をしようとするものでございます。

       報告第６号は、以上１件で、８，９０１㎡。内容は、畑でございます。

       ７ページをお願いいたします。

       報告第７号 時効取得による所有権の移転についてでございます。

       番号１、地区 波瀬、譲受人    、面積７７８㎡、譲渡人     、

外２名、面積 ２，０２６㎡、申請地 一志町波瀬野口   番、地目 畑、

面積６６㎡、取得年月日 昭和５１年６月１０日。

       これにつきましては、申請地は譲渡人３名の共有名義になっておりましたも

のの、実際は、昭和５１年ごろから譲受人が畑として耕作を営んできたもので

ございます。

       次、番号２と３は一括ご説明申し上げます。

番号２、地区 下之川、譲受人    、面積７，７２３．８９㎡、譲渡

人    、面積１，１８２㎡、申請地 美杉町下之川神山    番、地目

畑、面積２７７㎡、取得年月日 昭和４９年４月１日。

番号３、地区 下之川、譲受人    、面積１，１８２㎡、譲渡人    、

面積７，７２３．８９㎡、申請地 美杉町下之川神山    番 、地目 畑、

面積３００㎡、取得年月日 昭和４９年４月１日。
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       この番号２と番号３の申請地は、昭和４９年ごろ、それぞれの譲受人、譲渡

人双方の合意のもとで土地の交換が行われ、それぞれ茶畑、野菜畑として活用

が図られてきたものでございます。

       以上、件数は３件で、６４３㎡。内容は畑でございます。

       以上で、報告案件の説明を終わります。

議  長   はい、ありがとうございました。ただいま事務局から報告がありましたとお

りでございますので、よろしくお願いします。

大井委員   ２５番大井ですが、報告第６号の件について、土地の期間、延長期間ですけ

れども、これ、２５年１０月３１日になっていますが、これは現地確認を地元

の委員でしたんですけれども、そのときに、２６年とお願いしたんですけれど

も、その辺は、よろしいでしょうか。

事 務 局   すみません。議案の訂正をお願いします。２６年８月３１日ということお願

いします。

大井委員   ２６年８月３１日まで延長ということでよろしいですね。

事 務 局   はい。２６年８月３１日に、議案の訂正をお願いします。

大井委員   はい、わかりました。

議  長   それでは、議案事項に入らさせていただきます。

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。

事 務 局   失礼します。

       恐れ入ります。８ページをお願いします。

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。

       番号１、地区 久居、譲受人    、面積７２，８１６．３㎡、譲渡

人    、面積７２，８１６．３㎡、申請地 川方町中通り    番、台

帳地目・現況地目とも田、面積５３２㎡、外１１筆で、合計５，７６２㎡。

       これにつきましては、譲渡人の子供で、実質的な主たる耕作者である譲受人

へ、申請地を生前部分贈与として譲り渡しをしようとするものでございます。

       番号２、地区 波瀬、譲受人    、面積３，３３２㎡、譲渡人    、

面積４，４６４㎡、申請地 一志町波瀬岩垣内    番、台帳地目・現況地

目とも田、面積９２６㎡、外４筆で、合計４，４１６㎡。

       これにつきましては、高齢により耕作が不可能なため営農を縮小しようとす

る譲渡人が、農業経営規模を拡大しようとする甥の譲受人に、譲り渡しをしよ

うとするものでございます。

       番号３、地区 川口、譲受人    、面積１２，３３９㎡、譲渡人    、

面積９，０９８．５２㎡、申請地 白山町川口上野   番、台帳地目・現況

地目とも田、面積４８２㎡、外５筆で、合計 ７，３３１．５２㎡。

       これにつきましては、    のため、農業経営規模を拡大しようとする譲
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受人に、譲り渡しをしようとするものでございます。

       番号４、地区 上多気、譲受人    、面積４，１２１㎡、譲渡人    、

面積１，６８９㎡、申請地 美杉町上多気町屋   番、台帳地目・現況地目

とも畑、面積２８０㎡。

       これにつきましては、遠方により耕作が不可能なため営農を縮小しようとす

る譲渡人が、農業経営規模を拡大しようとする譲受人に、譲り渡しをしようと

するものでございます。

       以上、合計件数は４件で、合計１７，７８９．５２㎡、その内訳は、田

１６，１４１．５２㎡、畑１，６４８㎡でございます。

       以上、第１号議案のいずれの案件におきましても、農業をまじめに行い、ま

た、農機具等も保有しており、周辺の農地に影響もなく、農地法第３条第２項

の各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしているものと考えます。

       以上で説明を終わります。

議  長   はい、ありがとうございます。ただいま事務局より説明がありましたが、現

地に立ち会っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番お願い

します。

田口委員   ２８番田口です。

       ただいま事務局の説明のとおりでございます。よろしくお願いします。

議  長   はい、ありがとうございます。２番お願いします。

田中委員   ３１番田中です。先般、８月１０日の日に、９時３０分から、私ども委員、

守山委員と私と、それから事務局２名で現地を確認いたしました。

       場所につきましては、    の近くで、    から２００ｍほど波瀬よ

りのところの田んぼでございました。現地も見まして、農業経営の拡大に取り

組んでもらっておるというふうなことで、確認をしてまいりましたので、よろ

しくお願いいたします。

       以上です。

議  長   はい、ありがとうございます。３番お願いします。

池田委員   ３５番池田です。１７日の日に支所の職員と委員３名で現地確認をいたしま

した。場所的には、広瀬橋から中学校のほうへ走ってもらいますと、    が

ございますけれども、それの大体真ん中ごろのところに杉ケ瀬と、それから、

という上野地区のところに    がありますけれども、それの前の

あたりの現場でございます。事務局から説明のあったとおりでございますので、

よろしくお願いします。

議  長   はい、ありがとうございます。４番お願いします。

向田委員   ４０番向田です。ちょっと先にお断りしたいのですけれども、私、ずっとこ

こよく当たるんですけれども、本来なら目標物、または近くのその有名なもの

を目当てに皆さんにわかってもらうように説明するのが本来の説明なのでござ

いましたけれども、ご承知のように美杉町何もございませんもので、ひとつそ
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の辺のほうはよろしくご了解のほうお願いしたいと思います。

       ８月１０日、確認させていただきました。事務局説明のとおりでございます。

よろしくご審議お願いします。

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方

のご意見をお伺いします。よろしいですか。いかがでしょう。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りさせていただきます。ただいま審議をい

ただきました議案第１号について、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号について許可することと決定した

いと思います。

       続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可）を議題といたします。事務局、説明願います。

事 務 局   恐れ入ります、１０ページをお願いいたします。

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。

       番号１、地区 久居、申請者    、申請地 戸木町狐塚   番、台帳

地目・現況地目とも畑、面積１９３㎡。

       これにつきましては、申請者は申請地を農家住宅用地として、農家住宅を建

設しようとするものでございます。農地区分は、第２種農地と判断をされるも

のでございます。

       番号２、地区 八ツ山、申請者    、申請地 白山町古市芹見   番、

台帳地目 田、現況地目 山林、面積１，０２４㎡。

       これにつきましては、申請者が、平成７年ごろから、農地法手続を行わず申

請地に杉、檜を植林してきてしまったものでございます。始末書の提出があり

ますので、追認をしようとするものでございます。農地区分は、第２種農地と

判断されます。

       番号３、地区 丹生俣、申請者     、申請地 美杉町丹生俣北垣内

番、 台帳地目 畑、現況地目 山林、面積４６２㎡、外３筆で合計

１，７９９㎡。

       これにつきましては、申請地は昭和３５年以前には茶畑として利用していま

したが、周囲が山林化をされたことに伴い、同年ごろから、農地法手続を行わ

ずに申請地に杉の植林をしてきてしまったものでございます。始末書の提出が

ありますので、追認をしようとするものでございます。農地区分は、第２種農

地と判断をされます。

       番号４、地区 下之川、申請者    、申請地 美杉町下之川片井張

番、台帳地目 田、現況地目 山林、面積２３９㎡、外１筆で合計

６９９㎡。

       これにつきましても、申請地は昭和４０年以降において周囲が山林化された

ことに伴いまして、農地法手続を行わずに申請地に杉の植林をしてきてしまっ
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たものでございます。始末書の提出がありますので、追認しようとするもので

ございます。農地区分は、第２種農地と判断されます。

       以上、件数は４件で３，７１５㎡、その内訳は、田１，７２３㎡、畑

１，９９２㎡でございます。

       いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えられます。

       以上です。

議  長   はい、ありがとうございます。ただいま説明がありました。立ち会っていた

だきました地元委員のご意見をお伺いします。１番お願いします。

大井委員   ２５番大井です。８月１０日に現地確認に行ってまいりました。戸木町狐塚

というのは、場所は国道１６５号線沿いに    と    がありますが、

それの北側に風早池という大きな池があるんですけれども、その東側が戸木町

の狐塚という地区になります。今回、この    の農地の農家住宅というこ

とで、お家のちょうど南側に続く畑のところを現地確認しました。隣地の同意

書、それから雨水や生活排水は、風早土地改良区の水路へ放出するんですけれ

ども、土地改良区の同意書もいただいており、特に問題ないものと思いますの

で、よろしくお願いします。

議  長   ありがとうございます。２番お願いします。

池田委員   ３５番池田です。去る１７日の日に、本庁の事務局３名、それから会長始め

総合支所２名、委員３名で立ち会わせていただきました。場所的には、国道１

６５号線から川口のほうへ行く道がございまして、それの古市の手前、古市と

いっておりますけれども、    と    がありまして、    のちょ

うど隣ということで、現場を見ていただきました。事務局の説明のとおりでご

ざいますので、よろしくご審議願います。

議  長   はい、ありがとうございます。３番お願いします。

向田委員   ４０番向田です。一応、３番、４番、続けさせてもらいます。よろしくお願

いいたします

議  長   はい、よろしくお願いします。

向田委員   ３番につきましては、８月１７日、部会長以下６名で確認させていただきま

した。事務局の説明のとおりでございます。

       ４番につきましても、事務局の説明のとおりでございます。よろしくご審議

のほどお願いいたします

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん

方のご意見をお伺いしたいと思います。どうでしょう。よろしいですか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました
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議案第２号について、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することと決定し

たいと思います。

       引き続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願いま

す。お願いします。

事 務 局   恐れ入ります、１１ページをお願いします。

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。

       番号１、地区 栗葉、譲受人    、譲渡人    、申請地 庄田町馬

廻り   番、台帳地目・現況地目とも田、面積４９９㎡。

       これにつきましては、道路改良工事により譲受人の自宅及び大工で建築業を

営む事務所の所在地が道路用土地買収の対象となりましたことから、その代替

地として隣接する譲渡人の所有する申請地を譲り受けしようとするものでござ

います。農地区分は、第２種農地と判断されます。

       番号２、地区 栗葉、譲受人    、譲渡人    、申請地 久居一色

町鴻野   番、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ３７㎡、外１筆で、合

計８８㎡。

       これにつきましては、申請地に近接して造園業を営む譲受人が、譲渡人より

申請地を譲り受けまして、従業員用の駐車場用地３台として整備・確保しよう

とするものでございます。農地区分は、第２種農地と判断されます。

       番号３、地区 大井、譲受人    、使用借人    、譲渡人    外

１名、申請地 一志町大仰六反   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積

９９㎡、外２筆で、合計５２３㎡。

       これにつきましても、申請地に近接して製材業を営む譲受人が、譲渡人より

申請地を譲り受け、従業員用の駐車場用地及び資材置き場として活用しようと

するものでございます。農地区分は、第２種農地と判断されます。

       番号４、地区 川合、譲受人    、譲渡人    、申請地 一志町八

太笠井田   番、台帳地目 雑種地、現況地目 畑、面積１．７２㎡、他４

筆で、合計６０８．７２㎡。

       これにつきましては、譲受人は譲渡人より申請地を譲り受けまして、分譲住

宅４棟を建設しようとするもので、申請許可前に水道管敷設等の事前着工があ

ったとして、前回、先月の当部会におきまして議論がなされまして、保留案件

となった議案でございます。

       その後、野田会長、諸戸第２部会長、地元守山委員において、保留となった

当該議案の取り扱いについて協議がなされ、結果、水道管敷設工事等の事前着

工にかかわっては詫び状の提出を、また、次回、今回のことですが、農地部会

までには確実な現地の保存を確約させることを条件として、次回部会に再付託

し、再協議をすることとされました。

       本日、その両事項の履行が確認されまして、現地保存がされ、また詫び状の

提出がありました。

改めて当部会におきまして本日議案として提出し、ご協議いただこうとする
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ものでございます。農地区分は、第２種農地と判断をされております。

       なお、申しわけございません。本議会の審議にかかわりましては、私ども事

務局といたしましても、申請現場の情報不足等の不手際もございました。

今後は、申請現場等の事前確認等の徹底をしてまいりたいと考えております。

       次、番号５、地区 川口、譲受人    、譲渡人    、申請地 白山

町川口杉ケ瀬   番、台帳地目・現況地目とも畑、面積１８８㎡。

       これにつきましては、居宅が手狭となり家財収納のため物置を設置しようと

する譲受人が、債務負担の整理のため申請地を手放そうとする譲渡人から、申

請地を譲り受けようとするものでございます。農地区分は、第２種農地と判断

されます。

       番号６、地区下之川、譲受人    、譲渡人    、申請地 美杉町下

之川椿原   番、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積５６３㎡。

       これにつきましては、譲受人は、平成７年ごろ、製材業の作業場の敷地が公

共事業の用地となったため、農地法の手続を行わず、申請地に新たに作業所を

新設してしまったものでございます。始末書の提出がございますので、追認を

しようとするものでございます。農地区分は、第２種農地と判断されます。

       以上、件数は６件で２，４６９．７２㎡、その内訳は田１，１５０㎡、畑

７１１㎡、他６０８．７２㎡でございます。

       いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当していないため、許可要件

のすべてを満たしているものと考えられます。

       以上で説明を終わります。

議  長   はい、ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会って

いただきました地元委員のご意見をお伺いします。１番お願いします。

鈴木委員   ２７番鈴木です。１番と２番を説明させていただきます。

       １番につきましては、国道１６５号線、    がありますけれども、そこ

から、南へ１ｋｍぐらいずっと南へ、県道一志線を南へ行ったところでござい

ます。場所を確認させてもらいましたけれども、問題はないと思いますし、ま

た詳細については事務局のとおりでございますので、よろしくご審議をお願い

します。

       ２番ですけれども、２番は農免道路、    があるんですけれども、  の

北側２ｋｍぐらいのところの    がございますけれども、そこの東側にあ

る、ちょうど一色町の飛び地になったところでございます。これも排水同意書

や隣地同意書ももらっていただき、何ら問題がないと思いますし、また詳細に

ついては事務局のとおりでございますので、よろしくご審議をお願いします。

議  長   ３番お願いします。

田中委員   ３１番、田中です。この案件につきましても、同じ８月１０日の日に、委員

と事務局で確認をしています。

       場所につきましては、大仰寄りの山沿いのところにある場所です。内容につ

きましては、事務局の説明どおりですので、ひとつよろしくお願いします。

議  長   はい、ありがとうございます。４番お願いします。
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守山委員   ４番、これはちょっと、最後に審議し、採決とって欲しい。

議  長   はい。それでしたら飛ばして、５番お願いします。

池田委員   ３５番池田です。先ほど申しましたように、この案件につきましては、１７

日の日に総合支所の職員２名、地元委員３名で立ち会いをいたしました。杉ケ

瀬地区に行くところのちょうど真ん中のところの家の建っておる間にある畑で

ございます。事務局の説明のとおりですので、審議をよろしくお願いします。

議  長   はい、ありがとうございます。６番お願いします。

向田委員   ４０番向田です。８月１０日、事務局と確認させていただきました。説明の

とおりでございます。よろしくご審議お願いします。

議  長   それでは、４番だけ抜かさせていただいて。

       説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。よろしいですか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   それでは、４番だけ抜かさせていただいて、あと、異議ありませんか、皆さ

ん。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   それでは、議案第３号、４番だけ抜かさせていただいて許可したいと思いま

す。よろしくお願いします。

守山委員   それでは、はい。

議  長   ４番、お願いします。

守山委員   ３３番守山です。これ、事務局からの説明がありましたとおり、前回、７月

１８日に審議していただいて、保留ということであります。

       そこで    が、４月２３日に、５条申請にて資材置き場という目的で委

員会にて許可をしたと。でありながら、もう５月にはその４つの区画を分譲住

宅としてもう既に販売を始めたと。新聞広告に折り込みを入れたということで

あります。それで、７月１８日の委員会でも審議してもらったとおり、もうそ

のときには下水道、水道工事が完了しておったと。そこで、問題なのは、連絡

も遅れたかわからんけれども、もうその１つの区画、分譲区画は、もう基礎工

事ができ上がっておる。いつでも家を建てられる。

それで、１カ月間の延期をする    に対してのペナルティーを、   は

受けておる。にもかかわらず、一番悪い    は、何もないやないかと。罰

則は何も受けていない。それで、いろいろ県の農業会議のほうに、もう取り消

したのがペナルティーやということを聞きました。しかし、そんな取り消した

なら、現状に戻すのが筋や。少なくとも現状の田じゃなくしても、資材置き場

として、今現在出来ているその住宅の基礎工事、基礎、その部分は一回撤去せ

いと、私は思うわけでありますが、それはもう、非常にそれは無理やと。した
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がって、少なくとも津市農業委員会は、今後１年間、    の名前で申請が

出た場合は受け付けないというぐらいのペナルティーを、罰則を科してほしい

と、私は思うわけでございますが、それはあくまでも皆さんに審議をお願いし

ます。

議  長   私、思うんですけれど、もうこれ絶対ペナルティーが必要やね、絶対必要で

す。

守山委員   これを通すからには、    に１年間の受け付けはしませんよと、それが

条件ですよということで、この案件は通すというのであれば、話通るけども。

会  長   まあ、そうやわな。

守山委員   うん。それで、今日の結果は、ペナルティーを    に１年すると。それ

を条件で、許可を認める。

議  長   よろしい、皆さん。それで、いいですか。

会  長   それでええやろう。

議  長   よろしいか、じゃ。今、守山委員の提案を条件に、議案４番を承認というこ

とでよろしいか。許可するということで。皆さん、どうです。よろしい。ちょ

っと採決してください。

       よろしいか。賛成の方、手を挙げてください。

部会委員  ＜挙手多数＞

議  長   そのようにさせていただきます。

それでは、議案４番は、    にペナルティー１年をかけたいと思います。

それを承諾した場合にこれを通すということで、よろしいですね。よろしく

お願いします。

       次、議案にいきます。

       続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・賃貸借件）を議題とします。

       事務局、説明願います。

事 務 局   失礼します。

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借件）でございます。

       番号１、地区 下之川、借り人    、貸し人    、申請地 美杉町

下之川上ケ山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２０８㎡の内７５㎡。

       これにつきましては、道路改良事業に伴い、借り人は貸し人より申請地を借

り受け、現場事務所、資材置き場として一時転用をしようとするものでござい

ます。農地区分は第２種農地と判断されます。

       以上、件数は１件で７５㎡、その内訳は畑でございます。
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       農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たして

いるものと考えます。

       以上です。

議  長   はい、ありがとうございます。ただいま事務局より説明がありましたが、立

ち会っていただきました地元委員のご意見をお伺いします。はい、１番。

向田委員   ４０番向田です。８月１０日、事務局と確認させていただきました。ごみ処

分場に伴う道路の建設の事務所に借りた事務所でございますので、どうぞよろ

しくご審議お願いいたします。

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意

見をお伺いします。

       いかがですか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第４号について、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することと決定し

たいと思います。

       続きまして、議案第５号 非農地証明願についてを議題とします。

       事務局、説明願います。

事 務 局   失礼します。

       議案第５号 非農地証明願についてでございます。

番号１、地区 八ツ山、願出者     、申請地 白山町古市芹見    、

台帳地目 田、現況地目 山林、面積２９４㎡、外１筆で合計１，６０３㎡。

       これにつきましては、申請地は願出者の亡き両親が、昭和５０年３月ごろに

檜を植林し、以後植林として管理してきたものでございます。始末書の提出も

あり、また、申請添付写真からは申請地の檜は樹齢３０年以上であることが確

認できますことから、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第

３号の規定により、植林等をすることで、当該土地が農地以外に供され２０年

以上経過している要件に該当しているものと考えます。以上で説明を終わりま

す。

議  長   ありがとうございます。説明がありましたが、立ち会っていただきました地

元委員のご意見をお伺いします。はい、お願いします。

池田委員   ３５番、池田です。２号議案のところの２番であった場所のところでござい

ます。場所は、既に説明させていただいたのと、立ち会いもさせていただきま

した。事務局の説明どおりですので、よろしくお願いいたします。

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、皆さん方のご意見をお伺いしたい
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と思います。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第５号について証明したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号を証明いたします。

       続きまして、別冊としてお配りいたしました議案第６号 農業経営基盤強化

促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定を議題とします。事務

局、説明願いします。

事 務 局   失礼します。

       議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。

       表紙１枚をめくっていただいた集計表をごらんいただきたいと思います。右

下の合計欄に掲げてありますように、今月は総合計で１６件２５，９１０㎡の

集積がございました。その内容は、賃貸借と使用貸借でございます。地区別の

状況を一番下の合計欄でご説明いたしますが、今回は白山地区の集積はござい

ませんでした。

       久居地区は６件で１６，３７９㎡、その内訳は田 １１，２９０㎡、畑

５，０８９㎡でございます。

       一志地区は８件で７，１３５㎡、その内訳は田 ７，０３６㎡、畑 ９９㎡

でございます。

       美杉地区は２件で２，３９６㎡、その内訳は畑でございます。

       以上、合計で田の集積が賃貸借、使用貸借を合わせて１８，３２６㎡で、畑

の集積が賃貸借と使用貸借を合わせて７，５８４㎡で、総合計１６件で

２５，９１０㎡となっております。

       また、認定農業者への集積状況は５件で、１０，２３６㎡となっており、そ

の件数内訳は、久居地区が１件、一志地区が４件となっております。

       以上で説明を終わります。

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明が終わりましたが、皆さん方の

ご意見をお伺いします。よろしいですか。

部会委員  ＜一同 意見なし＞

議  長   それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきました議案第６号に

ついて、ご異議ございませんか。

部会委員  ＜一同 異議なし＞

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については適正であると認め、市

長に進達することといたします。

       以上で、本部会に付議されました議案はすべて審議をいただきました。
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議  長   これをもちまして、第８回 第２農地部会を閉会します。

午後３時３０分

上記は、第８回第２農地部会の議事を録したものである。

  平成２４年８月２１日

                       議  長             

                       出席委員             

                       出席委員             


